
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５０１．入港届 

 

業務コード 内   容 

ＧＩＲ 入港届呼出し 

ＧＩＲ０１ 入港届 
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１．業務概要 

航空会社が当該空港到着後、到着便名及び到着空港に係る入港届情報をシステムに登録し、入港届を行う。 

また、本業務により入港届の変更及び取消しを可能とする。なお、税関は事後に本業務を行うことができ

る。 

（１）「入港届呼出し（ＧＩＲ）」業務の場合 

到着便名及び到着空港に係る入港届情報の変更を行う場合に、入港届情報を呼び出す。 

また、事前に行われた検疫前通報（ＧＩＡ０１）業務または乗員上陸許可申請（ＣＬＰ０１）業務の

うち、入港届（ＧＩＲ０１）業務に利用しうる情報を呼び出す。 

（２）「入港届（ＧＩＲ０１）」業務の場合 

到着便名及び到着空港に係る入港届情報の登録、変更及び取消しを行う。 

 

手続名 提出先 

入港届 税関 

入港届 入国管理局 

明告書提出 検疫所 

 

２．入力者 

税関、航空会社 

 

３．制限事項 

なし 

 

４．入力条件 

（１）ＧＩＲ業務の場合 

（Ａ）入力者チェック 

①システムに登録されている利用者であること。 

②入力者が航空会社の場合で、入港情報ＤＢから情報を呼び出す場合は、入港情報ＤＢに登録されて

いるＧＩＲ０１業務を行った入力者と同一の利用者であること。 

③入力者が航空会社の場合で、検疫前通報ＤＢから情報を呼び出す場合は、検疫前通報ＤＢに登録さ

れているＧＩＡ０１業務を行った入力者と同一の利用者であること。か、入力された航空会社（便

名先頭２桁）において、予め空港単位に登録された代表利用者、または乗組員委託先利用者と同一

であること。 

④入力者が航空会社の場合で、乗員上陸許可申請ＤＢから情報を呼び出す場合は、乗員上陸許可申請

ＤＢに登録されているＣＬＰ０１業務を行った入力者と同一の利用者であること。か、入力された

航空会社（便名先頭２桁）において、予め空港単位に登録された代表利用者、または乗組員委託先

利用者と同一であること。 

⑤入力者が航空会社の場合は、システムに機長代行者として登録されている利用者であること。 

⑥入力者が税関の場合は、入力者の所属する税関官署と到着空港を管轄する税関官署が同一であるこ

と。 

（Ｂ）入力項目チェック 

（ａ）単項目チェック 

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」を参照。 

（ｂ）項目間関連チェック 

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」を参照。 

（Ｃ）入港情報ＤＢチェック 
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（ａ）入力された主たる到着便名に対する情報が１件のみ存在する場合 

入力された主たる到着便名に対する入港情報が存在すること。 

（ｂ）入力された主たる到着便名に対する情報が複数存在する場合 

①到着空港が入力されていること。 

②入力された主たる到着便名及び到着空港に対する入港情報が存在すること。 

（Ｄ）検疫前通報ＤＢチェック 

（ａ）入力された主たる到着便名に対する情報が１件のみ存在する場合 

入力された主たる到着便名に対する検疫前通報情報が存在すること。 

（ｂ）入力された主たる到着便名に対する情報が複数存在する場合 

①到着空港が入力されていること。 

②入力された主たる到着便名及び到着空港に対する検疫前通報情報が存在すること。 

（Ｅ）乗員上陸許可申請ＤＢチェック 

（ａ）入力された主たる到着便名に対する情報が１件のみ存在する場合 

入力された主たる到着便名に対する乗員上陸許可申請情報が存在すること。 

（ｂ）入力された主たる到着便名に対する情報が複数存在する場合 

①到着空港が入力されていること。 

②入力された主たる到着便名及び到着空港に対する乗員上陸許可申請情報が存在すること。 

（２）ＧＩＲ０１業務の場合 

（Ａ）入力者チェック 

①システムに登録されている利用者であること。 

②入力者が航空会社の場合は、システムに機長代行者として登録されている利用者であること。 

③入力者が航空会社で処理区分が変更または取消しの場合は、入港情報ＤＢに登録されているＧＩＲ

０１業務を行った入力者と同一の利用者であること。 

④入力者が税関の場合は、入力者の所属する税関官署と到着空港を管轄する税関官署が同一であるこ

と。 

⑤入力者が税関で処理区分が変更または取消しの場合は、入港情報ＤＢに登録されているＧＩＲ０１

業務を行った入力者が税関利用者であること。 

（Ｂ）入力項目チェック 

（ａ）単項目チェック 

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」を参照。 

（ｂ）項目間関連チェック 

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」を参照。 

（Ｃ）入港情報ＤＢチェック 

（ａ）処理区分が登録の場合 

入力された主たる到着便名及び到着空港に対する入港届情報が存在しないこと。 

（ｂ）処理区分が変更または取消しの場合 

①入力された主たる到着便名及び到着空港に対する入港届情報が存在すること。 

②変更または取消しを行う日が届出受理日と同日または翌日であること。 

 

５．処理内容 

（１）ＧＩＲ業務の場合 

（Ａ）入力チェック処理 

前述の入力条件に合致するかチェックし、合致した場合に処理結果コード「０００００－００００

－００００」を設定の上、以降の処理を行う。 

合致しなかった場合はエラーとし、「０００００－００００－００００」以外の処理結果コードを設
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定の上、処理結果通知出力処理を行う｡（エラー内容については「処理結果コード一覧」を参照。） 

（Ｂ）出力情報出力処理 

後述の出力情報出力処理を行う。出力項目については「出力項目表」を参照。 

 

（Ｃ）注意喚起メッセージ出力処理 

登録を行うには再送信が必要である旨の注意喚起メッセージを出力する。 

（２）ＧＩＲ０１業務の場合 

（Ａ）入力チェック処理 

前述の入力条件に合致するかチェックし、合致した場合に処理結果コード「０００００－００００

－００００」を設定の上、以降の処理を行う。 

合致しなかった場合はエラーとし、「０００００－００００－００００」以外の処理結果コードを

設定の上、処理結果通知出力処理を行う｡（エラー内容については「処理結果コード一覧」を参照。） 

（Ｂ）入港情報ＤＢ処理 

①入力された処理区分が登録の場合は、入力された主たる到着便名及び到着空港に係る入港届情報を

作成し、入港届を行った旨を登録する。 

②入力された処理区分が変更の場合は、入港届情報の変更を行った旨を登録する。 

③入力された処理区分が取消しの場合は、入港届を取り消した旨を登録する。 

（Ｃ）出力情報出力処理 

後述の出力情報出力処理を行う。出力項目については「出力項目表」を参照。 

（Ｄ）注意喚起メッセージ出力処理 

以下のいずれかの条件を満たす場合は、処理結果通知に注意喚起メッセージを出力する。 

①処理区分が登録または変更で、入力された到着年月日が入力日より未来である場合 

②税関に対する届出の提出とはならず、税関以外の選択された提出先官庁への提出のみが行われる

場合 

 

６．出力情報  

（１）ＧＩＲ業務の場合 

情報名 出力条件 出力先 

処理結果通知 なし 入力者 

入港届呼出し結果情報 なし 入力者 

 

（２）ＧＩＲ０１業務の場合 

情報名 出力条件 出力先 

処理結果通知 なし 入力者 

入港届受理通知情報 以下の条件をすべて満たすとき、出力する 

（１）入力者が航空会社で処理区分が登録 

（２）到着空港が税関空港 

入力者 

入港届変更通知情報 以下の条件をすべて満たすとき、出力する 

（１）入力者が航空会社で処理区分が変更 

（２）到着空港が税関空港 

入力者 

入出港関係確認情報 入力者が税関の場合 入力者 

以下の条件をすべて満たすとき、出力する 

（１）入力者が航空会社 

（２）到着空港が税関空港 

到着空港の管轄税関 

（監視担当部門）（＊１） 
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入港届情報 以下の条件をすべて満たすとき、出力する 

（１）入力者が航空会社で処理区分が登録 

（２）入国管理局宛に届出が行われた 

入国管理局 

入港届変更情報 以下の条件をすべて満たすとき、出力する 

（１）入力者が航空会社で処理区分が変更 

（２）入国管理局宛に届出が行われた 

入国管理局 

入港届取消情報 以下の条件をすべて満たすとき、出力する 

（１）入力者が航空会社で処理区分が取消し 

（２）入国管理局宛に届出が行われた 

入国管理局 

明告書情報 以下の条件をすべて満たすとき、出力する 

（１）入力者が航空会社で処理区分が登録 

（２）検疫所宛に届出が行われた 

到着空港の該当施設区分

を管轄する検疫所 

明告書変更情報 以下の条件をすべて満たすとき、出力する 

（１）入力者が航空会社で処理区分が変更 

（２）検疫所宛に届出が行われた 

到着空港の該当施設区分

を管轄する検疫所 

明告書取消情報 以下の条件をすべて満たすとき、出力する 

（１）入力者が航空会社で処理区分が取消し 

（２）検疫所宛に届出が行われた 

到着空港の該当施設区分

を管轄する検疫所 

（＊１）提出先空港の管轄税関（監視担当部門）に対して情報出力を行う場合で、空港施設区分ＤＢに税関利用

者が設定されている場合は、当該利用者に対して、出力を行う。 

 

７．特記事項 

（１）入力者が税関の場合は、入国管理局、検疫所への情報送信はしない。 

（２）入力者が税関以外の場合で、到着空港が税関空港以外の場合は、税関に対する届出の提出とはならず、

税関以外の選択された提出先官庁への提出のみが行われる。 

 


